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Welcome
To the UAE!

This publication is of a general nature only. Specific 
professional  advice must be obtained before making a 
decision. Our  publication should not be considered legal 
advice or a  substitute for seeking local legal advice. Laws 
and regulations  in the UAE are changing constantly. The 
information contained  within this publication is based on 
facts available as of 1  January 2019 and is subject to
change.

Doing business in the UAE 3

アラブ首長国連邦（UAE）は戦略的
にヨーロッパ、アフリカ、アジア
の間に位置しています。 投資家に
優しい法律、財務および税務環境、
ならびに広範な租税条約ネット
ワーク、そして十分に確立された
インフラストラクチャにより、
UAEは以下のような多くの目的の
ための理想的なビジネス拠点にな
るでしょう。
– 企業グループの全世界規模ビジ
ネスのためのファイナンスまた
は持株プラットフォーム
– UAEをハブとした他地域ビジネス
– UAE国内のビジネス
UAEには、ビジョン2021に代表さ
れるような、UAE国内の産業育成、
UAEの発展を促進することを目的
とした短期および長期の構想があ
ります。
また、堅実な税務環境を創造する
ための構想もあります。
このガイドは、2019年1月現在、
UAEでビジネスを行うための初期
および実用的な情報を提供するこ
とを目的としています。最新の動
向については、当社のWebサイト
も参照してください。



Recent highlights

外国直接投資（FDI）法の採用
による、UAE本土企業への
外国資本持株比率の49%から
100%への引き上げ機会

フリートレードゾーン（FTZ）
内の企業が、UAE本土でも活
動できるようにするための営
業許可証（デュアルライセン
ス）発行制度

一部FTZでのライセンス取得
費用の削減など、政府主導の
事業コスト削減によるインバ
ウンド投資の奨励



特定の専門職や投資家向けの
10年間滞在可能ビザの提案

2018年、サウジアラビアを含
む 11 の 新 た な 租 税 条 約
（DTT）へ調印122か国との
既存の租税条約を変更するた
めのBEPS防止措置実施条約
（MLI: Multilateral Instrument）
への署名

税源浸食と利益移転の包摂
的枠組み（BEPS IF）への参
加と15のBEPS行動計画の
履行を約束
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United ArabEmirates

7首長国の連邦国家

ビジネス上の主な留意事項
– 湾岸協力会議（Gulf Cooperation

Council：GCC）加盟国（他の加盟国
はバーレーン、サウジアラビア、ク
ウェート、オマーン、カタール）

– GCC加盟国間の自由貿易協定1

– 連邦単位の法人税制度なし、ただし、
外国資本の石油業の企業および外国
銀行の支店に限り首長国単位の法人
税制度あり

– 付加価値税（VAT）、物品税、関税あり

– 個人所得税なし

– GCC加盟国民、UAE国民向けの社会
保障、外国人居住者向けの雇用終了給
付制度（EndofServiceBenefits：EOSB）

– 外国口座税務コンプライアンス法
（Foreign Account Tax Compliance
Act：FATCA）および共通報告基準
（Common Reporting Standard：
CRS）の履行

– 外国為替管理なし

– 米ドルペッグ制（1米ドル当たり
3.6727UAEディルハムの固定相場）

ウンム・アル＝カイワイン

45のフリー
トレード
ゾー ン
（FTZ）

世界銀行のビジネス環境の現状
2019年度版における評価（Doing
Business ratings）2

UAEのビジネスのし
やすさランキングは、
全190ヵ国中11位で
した。

UAEのビジネスのしや
すさは、他の中東・北
アフリカ地域の国々
に比べ大幅に高い
81.28%で、2018年度
の 78.91%を 2.37%上
回りました。

アジュマーン
シャル―ジャ

FTZは多様な
分野に対応

ドバイ

アブダビ

ラアス・アル＝ハイマ

フジャイラ
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国の概要
UAEは、アラビア半島の東側に位
置する7つの首長国（アブダビ、ア
ジュマーン、ドバイ、フジャイラ、
ラアス・アル＝ハイマ、シャール
ジャ、ウンム・アル=カイワイン）
の連邦国家です。面積は、アラブ
湾の島々を含む約71,023.6㎢で、
そのうち27,624.9㎢は領海です。3

UAEは、他の先進国に見られるよ
うな数々の社会、経済および環境
に関する構想によって、貿易、投
資、通信、情報技術、観光、イン
フラおよび社会発展を含むさまざ
まな局面で前進し続けるよう努め
ています。
2021年までの発展計画を記した
UAEビジョン2021には、連邦国家
としての社会、経済、環境課題に
取り組むための包括的なアプロー
チが含まれています。4

統治機構
政治体制は、憲法に基づいており、
憲法は国の政治および憲法上の機
関について規定しています。憲法
第45条に定められた5つの連邦機
関は以下のとおりです。
1.連邦最高評議会
2.大統領および副大統領
3.連邦閣僚評議会
4.連邦国民評議会
5.連邦裁判所
連邦最高評議会は国の最高権威で
あり、国の方針を策定し、さまざ
まな連邦法を承認する最高の立法
および執行機関です。5

立法制度
連邦閣僚評議会は、大統領および
連邦最高評議会の監督のもと、執
行機関として、憲法および連邦法
にしたがい、UAE内外のすべての
業務を執行します。連邦国民評議
会は、閣僚評議会を諮問機関とし
て連邦閣僚評議会を支援します。5

各首長国には、個々の首長国に適
用される法律を可決する独自の政
府があります。ただし、連邦法は
各首長国の法律に優先します。

加盟団体
UAEは、国連（UN）、国際通貨基金
（IMF）、世界貿易機関（WTO）、石
油輸出国機構（OPEC）、関税貿易一
般協定（GATT）、大アラブ自由貿易
地域（GAFTA）など、さまざまな国
際機関の加盟国です。6

地理と気候
UAEの国土は主に乾燥した砂漠と
塩干潟です。その海岸線の大部分
はアラビア湾に沿っています。国
は亜熱帯気候です。夏（5月～9月）
は暑く湿気があり、気温は35～
45℃、湿度は60～100パーセント
です。冬の間、気温は18～25℃で
湿度は低くなります。UAEはグリ
ニッジ標準時より4時間進んでい
ます（GMT+4時間）。

人口、言語および文化
2017年の統計によると、アラブ首
長国連邦の総人口は約930万人です。
UAEの公用語はアラビア語です。
英語は広く受け入れられているビ
ジネス言語であり、一般に商業お
よび政府機関で話されていますが、
公文書は主にアラビア語で作成さ
れています。UAEはイスラム教国
家であり、法制度は主にイスラム
の教えに基づいています。
ラマダンの聖なる月は月の満ち欠
けによって決定され、毎年約10日
ずれていきます。ラマダン期間中、
イスラム教徒は日の出から日没ま
で断食します。非イスラム教徒は
断食する必要はありませんが、喫
煙、飲酒、公衆の面前での飲食は
禁止されます。また、この間、公
的機関および民間双方の労働時間
が短縮され、商業活動が停滞しま
す。9

通貨
UAEの公式通貨はディルハム（AED）
です。1980年以来、ディルハムは
米ドルとの固定相場制になってい
ます（1米ドルは 3.6727ディルハ
ムに相当します）。またUAEには為
替管理がありません 。

湾岸協力会議（GCC）
UAEは、クウェート、サウジアラ
ビア、バーレーン、カタール、オ
マーンとともに、GCCの6カ国のう
ちの1つです。GCCは、この地域の
政治的安定と経済統合を促進する
ことを目指しています。理事会は、
加盟国間の緊密な関係を促進する
ために、関税同盟の設立7、付加価
値税（VAT）の枠組みの構築および
湾岸諸国民の加盟国への効率的な
渡航の実現など、さまざまな措置
を講じてきました。8



Options for  
doing business
概要
事業の複雑さに応じて、設立とその
後の維持コストが異なるさまざまな
オプションが利用可能です。検討す
べき要素として、予想される事業活
動と期間、立地（UAE本土とフリー
トレードゾーン（FTZ）のいずれか）、
必要なライセンス、設立コスト、
タックスプランニングなどが挙げら
れます。一般的な選択肢は以下のと
おりです。
– 海外からUAE国内と取引する:
‐ UAE国外から国内の得意先
と直接取引する

‐ UAE国内の代理店または販
売店を利用する

– UAE国内のプロジェクトに参画す
る：
‐ 出張で対応する（UAE国内
でライセンスが必要となら
ない範囲に限る）

‐ UAE国内の外注先を利用する
‐ UAEまたは外資パートナー
との法人格のないジョイント
ベンチャーを設立する（プロ
ジェクトの監督当局から認め
られ、適切なライセンスが
発行される場合）

– UAEに拠点を設立する:
‐ FTZではないUAE本土の首長
国に法人を設立し、当該首長
国内とUAE国外で事業を行う

‐ FTZ内にオンショア企業とし
て拠点を設立し、当該FTZと
UAE国外で事業を行う

‐ FTZ内にオフショア企業と
して拠点を設立し、UAE国
外でのみ事業を行う

UAE本土とFTZの拠点設立の最も
大きな違いは、現地法人に対する
外国資本による保有制限です（た
だし、今後変更される可能性があ
ります）。10 FTZではないUAE本土
の現地法人では、外国資本保有比
率は49%が上限とされています。
他方、FTZではそのような制限は
ありません（100%外国資本保有も
可）。
UAE本土、FTZいずれでも事業を
行うための適切なライセンスを取
得する必要があります。異なる首
長国やFTZで事業を行う場合には、
原則として、当該首長国やFTZに
おいて、新たな拠点設立とライセ
ンスの取得が必要になります。11

UAE本土（FTZ外）
UAE本土での拠点設立でよく用い
られる法的な事業形態は以下の3
つです。12

– 支店：UAE国内または外国企業
の支店は本店と同一法人であり、
独立した法人ではないので、本
店と同じ事業活動のみ行うこと
ができます。
– 有限責任会社（LLC）：有限責
任会社は、UAE本土で設立され
る独立した法人格を持つ法人で
す。しかし、外国資本比率は
49%が 上限とされ、残りの51%
の資本はUAE国民の株主が保有
することになります。また、設
立には少なくとも2名以上の株
主が必要になります。なお、有
限責任会社は、それぞれの首長
国で取得したライセンスに定め
られた事業を、UAE国内外で行
うことができます。

– 駐在員事務所：外国企業の駐在
員事務所は、事業活動の準備のた
めの拠点で、本店と同一の法人
で、いかなる営業活動および販
売取引も行うことができません。

フリートレードゾーン（FTZ）
FTZはUAE国内にある外国直接投
資を促進するために設けられた自
由貿易地域です。FTZには外国資
本保有比率の制限はなく、外国資
本による100%保有が認められて
います。
UAE国内には、45のFTZがありま
す。13それぞれのFTZは独立してい
て、それぞれの規則を定めていま
す。しかし、これらのFTZにはFTZ
の規則のみならずUAE連邦法も適
用されます。多くのFTZには注力し
ている業種があり、なかには特定
の業種に属する企業のみを対象と
したものもあります。14

– 金融サービス：Dubai International
Financial Centre（DIFC）およびAbu
Dhabi Global Market（ADGM）
– 港湾および物流：Jebel Ali Free

Zone（ JAFZA ）および Dubai
Airport Free Zone（DAFZ）
– 通信、IT、その他の業種：Dubai

Internet City（DIC）およびDubai
MultiCommodities Centre（DMCC）

FTZには通常、以下の3つの事業形
態があります。なお、いずれの事
業形態であっても原則として登記
したFTZ内とUAE国外でのみ活動が
認められることに注意が必要です。
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– フリーゾーンエスタブリッシュ
メント（FZE）：FZEは、FTZ内
で設立できる最もシンプルな現
地法人です。株主1名でも設立で
き、最低資本金額はそれぞれの
FTZの規制により異なります。
もし、株主が複数になる場合は、
後述のFZCO／FZLLCを設立でき
ます。なお、 FZEと FZCO／
FZLLCを明確に区別していない
FTZもあります。
– フリーゾーンカンパニー（FZCO）
／フリーゾーン有限責任会社
（FZLLC）：FZCO／FZLLCを設
立するには、最低2名 の株主が必
要になり、最低資本金額は それ
ぞれのFTZの規制により異なりま
す。
– 支店：外国企業またはUAE国内
企業はFTZ内に支店を開設でき
ます。

外 入 国 直 接 投 資 法（ Foreign
Direct Investment law）の導入
2018年10月に新たに外国直接投資
法が発行されました。外国直接投
資法では、UAE本土において外国
資本比率49%超の現地法人を設立
することが認められています。
このほか、経済省は、同省内に外国
投資局（Foreign Direct Investment
Unit）を設立する予定です。また、
詳細 はまだ公表されていませんが、
外国直接投資委員会（ Foreign
Direct Investment Committee）が
設置され、外国企業の進出が推奨
される業種のリスト『ポジティブ
リスト』が公表される予定です。

外国直接投資法によると『ネガ
ティブリスト』に記載されていな
い業種について、（資本比率49%超
の）外国資本の参入が認められる
とされています。このネガティブ
リストには、銀行、金融、保険、
陸上および航空輸送、医療小売な
どが含まれています。このリスト
の対象業種は、連邦閣僚評議会に
よって追加および削除される可能
性があります。15



Tax matters

税源浸食と利益移転（BEPS）の枠組みへの加入
UAEは、2018年5月16日に経済協力開発機構（OECD）
の税源浸食と利益移転（Base Erosion and Profit
Shifting（BEPS））の枠組みへの加入を発表し、近日中
に以下の4つの最低基準に取り組むことを約束しまし
た。
– 行動計画5：有害税制への対抗
– 行動計画6：租税条約の濫用防止
– 行動計画13：多国籍企業の企業情報の文書化
– 行動計画14：相互協議の効果的実施
BEPSは、多国籍企業の租税回避を防止するため、経
済協力開発機構（OECD）と20ヵ国・地域（G20）が立ち
上げた国際課税ルールです。なお、BEPSには15の行
動計画がありますが、UAEは中・長期的に、残りの11
の行動計画に取り組むことも約束しています。16

租税条約と居住者証明書（Tax Residency Certificate：
TRC）
UAEは122ヵ国との広範な租税条約のネットワークを
有しており、このうち89の条約が発効されていますが、
条約を変更するためのBEPS防止措置実施条約（MLI:
Multilateral Instrument）に署名しています。17また、
UAEはサウジアラビアとの租税条約に署名しており、
これは従来締結されていなかったGCC加盟国間での最
初の二国間租税条約となります。18

UAEの財務省は、UAE本土に拠点を設けて少なくとも
1年間事業を行い会計監査を受けている企業に対して、
ケースバイケースで居住者証明書を発行する場合があ
ります。居住者証明書は、特定の租税条約に対して発
行され、1年間有効です。
また、財務省は、同省と覚書を締結しているFTZに拠
点を設けて少なくとも1年間事業を行っている企業に
対して、居住者証明書を発行する場合があります。な
お、同省と覚書を締結していないFTZの場合は、3年間
事業を行っている企業に対して、ケースバイケースで
居住者証明書を発行する場合があります。
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UAEに居住する個人は、租税条約の恩典を受けるた
めに、UAEの居住者証明書を申請することができま
す。財務省は、それぞれの租税条約に記載されている
税務上の居住要件を満たし、必要な申請書類がそろっ
ている場合、ケースバイケースで個人に居住者証明書
を発行することがあります。
なお、財務省は明現在、BEPSの最新基準に合わせる
ために、居住者証明書の申請プロセスおよび必要な申
請書類を見直しているので、注意が必要です。

過去12ヵ月間または翌30日間の課税対象売上高が
375,000ディルハムを超えるすべての事業者は、VAT
納税業者として登録する必要があります。また、課税
対象売上高が187,500ディルハム以上375,000ディル
ハム以下の場合は任意登録ができます。
VAT納税登録事業者は、連邦課税庁からの定めにより、
月次または四半期ごとに申告書を提出することになり
ます。

関税
UAEはGCC関税同盟に加盟しています。加盟国への
最初の入国時に、免税品を除いて一律5％の税金が課
されます。なお、FTZへの物品の輸入は、GCC加盟国
の域外とみなされるので関税の対象になりません。物
品がFTZを出てUAE本土に入ると、関税が課されます。

物品税
2017年10月1日より物品税が施行され、炭酸飲料（50%）、
エナジードリンク（100%）、たばこ（100%）に課税さ
れています。19

付加価値税（Value Added Tax：VAT）
UAEは、2018年1月1日からGCCの共通VAT協定に基
づき、VATを導入しました。標準税率は5％で輸出取
引の税率は通常ゼロ%です。
VAT法令で特別に免除されない限り、UAEにおける
商取引による物品の譲渡および役務の提供は課税対
象になります。

不動産譲渡税
不動産の譲渡には登録料がかかります。たとえば、ド
バイでは手数料は不動産の譲渡額の4％です。20

会計基準および法定監査
商事会社法により、UAE本土で設立された企業と外
国企業の支店は、原則として、UAE国内で登録され
た監査人の会計監査を受ける必要があります。FTZの
場合は、所在するFTZの規制によります。通常、ライ
センスを更新する際に監査報告書つきの財務諸表の
提出が必要です。
一般に公正妥当と認められている会計基準（GAAP）
として、ほとんどの企業が国際財務報告基準（IFRS）
を採用しています。FTZの場合は、所在するFTZの規
制によりますが、一般的には、 IFRSまたは親会社
（または本社）が採用しているグループ会計基準が
採用されています。

法人税
連邦としての法人税制度はありませんが、各首長国
が独自の法人税制度を設けています。ただし、現在、
実際に法人税が課されているのは石油業の企業およ
び外国銀行の支店に限られています。
UAEは以前、連邦としての法人税制度の導入を発表
しましたが、現時点で詳細は公表されていません。
多くのFTZは、FTZ内の企業に対して50年間の免税を
保証しています。また、この免税期間の延長が可能
なFTZもあります。
石油業の企業には、首長国との利権協定（concession
agreement）に基づいて、法人税が課されます。税率
はケースバイケースで決定され、80％におよぶ可能性
があります。このほかに、一般的に石油生産に対する
ロイヤルティ税と超過利潤課税が適用されます。
また、アブダビ、ドバイ、アジュマーン、シャール
ジャ、フジャイラの5つの首長国では、外国銀行の支
店に対して税率20%の法人税が課されます。

源泉税
現在UAEには源泉税制はありません。

移転価格税制
現在UAEには移転価格税制はありません。しかし、
UAEは、一般的に移転価格税制と密接に関係する
BEPS行動計画13：多国籍企業の企業情報の文書化に
取り組むことを約束しているので、注意が必要です。

過少資本税制
現在UAEには過少資本税制はありません。
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社会保障負担金（Social security
payments）
年金および社会保障法には、企業 が
GCC国民を雇用するとき、企業（雇
用主）と従業員はそれぞれ、年金と
社会保障負担金を、一般年金・社
会保障局へ拠出しなければならな
いと定められています。この拠出
金は給与に一定料率を乗じて算定
されます。UAE国民の場合は以下
のとおりです（GCC他国民には異な
る料金が適用される場合がありま
す）。25

– 公的機関の雇用主: 15%

– 民間企業の雇用主: 12.5%

– 従業員: 5%

なお、外国人居住者または外国人
居住者の雇用主は上記の負担金を
拠出する必要はありません。

退職金（End of service benefits：
EOSB）
UAEでの適切な雇用契約に基づき
1年以上の連続した勤務を終えた外
国人居住者は、勤務終了時に退職
金を受けることができます。退職
金は一般的に次のように計算され
ます。25

– 勤続開始後5年間は、1年につき
基本給21日分が支給されます。
なお、上記金額のうち、継続勤
務期間が3年超5年未満の退職の
場合は3分の2が、継続勤務期間
が1年超3年未満の退職の場合は
3分の1が支給されます。

個人所得税
現在UAEには個人所得税はありま
せん。

エミラタイゼーション（労働者の
自国民化）
既存の労働市場の構造的な分断を
克服するため、民間企業に、在来
のアラブ系自国民（エミラティ）の
雇用を促進する、エミラタイゼー
ションという制度があります。エ
ミラタイゼーションは、労働市場
に参加するエミラティの人数と彼
らの経済貢献を増やすことを目的
としています。UAEは、横断的な
専門部署、インセンティブおよび
予算割当を設けて、公的機関と民
間企業の両方で、エミラタイゼー
ションの推進を奨励しています。

– 勤続6年目以降は、従業員の退
職時の 基本給2年分を上限とし
て、1年につき基本給30日分が
支給されます。

給与保護システム（Wages 
Protection System：WPS）
企業は、UAEの認可された金融機
関を介して賃金を支払うために、
電子給与振替シ ステムを使用する
ことを労働省によって義務付けら
れています。このシステムによっ
て、労働省は、民間企業にタイム
リーに給与全額を支払わせるため
の給与の支払履歴を記録するデー
タベースを作成しています。FTZ
にある企業は、この給与保護シス
テムを使用して従業員の給与を登
録することが義務づけられていま
せん。26

労働法
UAEの労働法は、労働時間、休暇、
退職、医療給付などの雇用条件を定
めています。労働法は、労働法に定
められた条件よりも従業員にとっ
て不利益とみなされる雇用契約の
規定を、すべて無効にします。21

ビザ
UAEでライセンスを取得した企業
は、その従業員がUAEで働くために
必要な、1～3年間の雇用ビザ、滞在
許可証およびUAE国内の身分証明証
（エミレーツID）が揃っているか確
かめる必要があります。上記をそろ
えた従業員は、従業員の家族UAEに
滞在するためのスポンサーになるこ
とができます。22

また、海外スタッフまたは出張者
は、必要に応じて、3ヵ月間のミッ
ションビザを取得することができ
ます。23

このほか、特定の専門職や投資家
には10年間のビザが発行される予
定ですが、詳細はまだ発表されて
いません。24

雇用主と従業員の主な保険加入義務：
– 健康保険:すべての従業員が最
低限の健康保険に加入できるよ
うに、健康保険法が各首長国で
整備されています。UAEに拠点
を持つ雇用主は、従業員が常に
有効な健康保険に加入している
ことを確かめる必要があります。
企業は、従業員のビザ申請と更
新時に、有効な従業員の健康保
険証書を提出する必要がありま
す。27
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– 労働者災害補償保険：労働法
と労働者災害補償法条例に基づ
き、雇用中の労働災害に対する
従業員の法的責任を対象とした
保険への加入が、すべての企業
に義務付けられています。28

– 雇用保険：連邦閣僚評議会は、
従来の雇用主対する従業員1人
当たり3,000ディルハムの預け
金に代わるものとして、従業員
1人当たり年間60ディルハムの
雇用保険の採用を承認しました。
29

ハウジングフィー
年間住宅賃貸料に対して、ハウジ
ングフィーがかかります。ドバイ
では年間住宅賃料の5％が借手に
課されます。30
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